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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第49期

第２四半期連結
累計期間

第50期
第２四半期連結
累計期間

第49期
第２四半期連結
会計期間

第50期
第２四半期連結
会計期間

第49期

会計期間

自  平成21年
     ４月１日
至  平成21年
     ９月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
     ７月１日
至  平成21年
     ９月30日

自  平成22年
     ７月１日
至  平成22年
     ９月30日

自  平成21年
     ４月１日
至  平成22年
 　　３月31日

売上高 (百万円) 18,991 25,191 6,897 11,333 36,874

経常利益又は
経常損失（△）

(百万円) △847 1,285 △2,312 1,188 148

四半期純利益又は四半
期（当期）純損失(△)

(百万円) △930 749 △1,816 991 △1,885

純資産額 (百万円) ― ― 89,542 86,771 87,473

総資産額 (百万円) ― ― 113,812 112,242 110,062

１株当たり純資産額 (円) ― ― 2,589.462,508.822,529.67

１株当たり四半期純利
益金額又は四半期（当
期）純損失金額（△）

(円) △26.91 21.67 △52.54 28.67 △54.52

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― 21.26 ― 28.14 ―

自己資本比率 (％) ― ― 78.7 77.3 79.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,612 841 ― ― 6,746

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,277 △247 ― ― △2,759

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,008 1,931 ― ― △6,681

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 16,050 17,647 16,317

従業員数 (名) ― ― 1,794 1,720 1,686

(注)１.  売上高には、消費税等は含まれておりません。

    ２.  第49期第２四半期連結累計期間、第49期第２四半期連結会計期間、第49期の潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期（当期）純損失金額であるた

め記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 1,720

(注) 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含む。）であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 　1,199

(注) 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

横編機 8,805 139.1

デザインシステム関連 525 267.4

手袋靴下編機 454 909.5

合計 9,784 148.8

(注) １  金額は、販売価格によっております。
２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(2) 受注実績

当第２四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(百万円)

前年同四半期比
(％)

横編機 7,495 117.0 4,950 97.1

デザインシステム関連 398 110.0 124 88.1

手袋靴下編機 581 785.2 294 1,863.5

合計 8,475 123.8 5,369 102.2

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

横編機 9,198 162.3

デザインシステム関連 493 134.5

手袋靴下編機 461 599.9

その他 1,180 150.4

合計 11,333 164.3

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断した

ものであります。

（１）経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間（平成２２年７月１日～９月３０日）における経済情勢は、新興国では

高い成長率を維持しているものの、先進国では依然として景気の先行きに不透明感を抱える推移とな

りました。わが国においても新興国需要により景気回復の兆しが現れていたものの急速な円高の進行

と株式市場の低迷でブレーキがかかり、景気は踊り場入りの可能性が高まっています。

このような経済情勢の中で当社グループの属するニット・アパレル業界では、欧米の衣料品消費の

回復や新興国における内需の拡大を受けてニット衣料品生産高が伸張しました。世界各地のニット製

品生産市場において設備投資需要が高まったことで、当社グループの当第２四半期連結会計期間の全

体の売上高は113億33百万円（前年同四半期比64.3％増）となりました。

利益面におきましてはコストダウン活動の徹底や生産台数の増加に伴って売上総利益率が向上した

ことや、グループ全体における経費削減の取組みにより販売費及び一般管理費比率が低下したことで、

営業利益は17億33百万円（前年同四半期は８億91百万円の損失）となりました。経常利益は円高の進

行により為替差損が発生し、11億88百万円（前年同四半期は23億12百万円の損失）、四半期純利益は９

億91百万円（前年同四半期は18億16百万円の損失）となりました。

　

セグメントの業績は、次のとおりです。なお、各セグメントの営業利益は各報告セグメント利益と一

致しています。（「第５ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）セグメ

ント情報」をご参照下さい。）

　

（横編機事業）

当社グループのコア・ビジネスである横編機事業においては、市場状況が好調に推移し、世界各地で

設備投資が拡がりました。特に主力の中国市場では人件費の高騰と若年労働力の不足を背景に手動式

横編機からコンピュータ横編機への転換が加速しました。また、中東のトルコではロシア、欧州向けの

製品輸出が拡大したことを受けて売上高が伸張しました。欧州のイタリアでは質の高いモノ作りでイ

ンターシャニット機やホールガーメント機を活用した高級品市場で強みを発揮し、設備投資が拡大し

ました。南米のブラジルや南アジアの新興国においても売上高が拡大し、横編機事業の売上高は91億98

百万円（前年同四半期比62.3％増）、営業利益は27億60百万円（同439.7%増）となりました。
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（デザインシステム関連事業）

デザインシステム関連事業においても好調なコンピュータ横編機の設備投資の拡大に連動し、アパ

レルデザインワークステーション「ＳＤＳ－ＯＮＥ」の販売が好調となり、売上高は４億93百万円

（前年同四半期比34.5%増）、営業利益は52百万円（前年同四半期は１百万円）となりました。

（手袋靴下編機事業）

手袋靴下編機事業においてもアジアの新興国で設備投資が拡がり、売上高は４億61百万円（前年同

四半期比499.9%増）、営業利益は１億38百万円（前年同四半期は営業損失３百万円）となりました。

（その他事業）

その他事業の売上高は11億80百万円（前年同四半期比50.4%増）、営業損失30百万円（前年同四半期

は営業損失２億32百万円）となりました。

　

（２）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べて21億79百万円増加し、

1,122億42百万円となりました。また、純資産の額から新株予約権及び少数株主持分を控除した自己資

本の額は867億45百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて2.2ポイント低下し、77.3%

となりました。

　

（３）キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は176億

47百万円となり、第１四半期連結会計期間末に比べて９億76百万円増加しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動においては売上債権の増加等により78百万円の資金の減少となりました。（前年同四半期

は12億１百万円の増加）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動においては有価証券の取得等により７億35百万円の資金の減少となりました。（前年同四

半期は15億８百万円の減少）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動においては短期借入金の増加等により24億４百万円の資金の増加となりました。（前年同

四半期は75百万円の減少）

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

（５）研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は６億６百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 142,000,000

計 142,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 36,600,00036,600,000

東京証券取引所
（市場第一部）
大阪証券取引所
（市場第一部）

単元株式数
100株

計 36,600,00036,600,000― ―

(注)  提出日現在発行数には、平成22年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成22年６月29日定時株主総会決議及び平成22年７月20日取締役会決議

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数 4,000個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 400,000株(注)１

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき  2,241円(注)２

新株予約権の行使期間 平成24年７月21日～平成29年７月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格    100株につき 271,083円
資本組入額  100株につき 135,542円

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約
権者」という。）は、権利行使時においても、当社ま
たは当社子会社の取締役、監査役および従業員の地
位にあることを要するものとする。ただし、任期満了
による退任、定年による退職、会社都合による退職、
業務上の疾病に起因する退職および転籍その他正当
な事由の存する場合は権利行使をなしうるものとす
る。

②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
を認めないものとする。

③その他の条件については、株主総会決議および新株
予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、別途当
社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注）３

(注) １  新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株とする。

当社が株式分割（株式の無償割当を含む。以下、同じ）または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる

株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない

新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り

捨てるものとする。

　

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　

また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは合理的な範囲で当

社は必要と認める株式数の調整を行う。

　

２  新株予約権の割当日後に下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約

権１個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上

げる。

(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

(2)当社が時価を下回る価額で募集株式を発行（株式の無償割当てによる株式の発行および自己株式を交

付する場合を含み、新株予約権（新株予約権付社債も含む）の行使による場合および当社の普通株式に

転換できる証券の転換による場合を除く）する場合
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調整後行使価額

 
＝
 
調整前行使価額

 
×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数か

ら、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み

替えるものとする。

　

３  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を

以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会

社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付

する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画にお

いて定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注）１に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注）２で定められる１株当たり行使価額を調整して得られる

再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為

の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い計算される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数

が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)新株予約権の譲渡制限

譲渡による取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8)新株予約権の取得に関する事項

①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会

社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認（株主総会の承認

を要しない会社分割の場合は取締役会決議）がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株

主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

②新株予約権者が、「新株予約権の行使の条件」の①に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件

を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社

はその新株予約権を無償にて取得することができる。

③その他の取得事由および取得条件については、株主総会決議および新株予約権発行にかかる取締役

会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めると

ころによる。

(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2010年11月26日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（平成18年11月27日発行）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数 388個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 637,174株

新株予約権の行使時の払込金額 （注）１

新株予約権の行使期間
2006年12月11日から2010年11月12日の銀行営業終了時
（いずれもロンドン時間）まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　１株当たり3,060円
資本組入額　１株当たり1,530円

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ―

代用払込みに関する事項 （注）２

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

新株予約権付社債の残高 1,940百万円

（注） １ 新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債の全部を出資するものとし、当該本

    社債の価額は、その払込金額と同額とする。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資をなすべき１株当たりの額（以下「転換価額」という。)は、3,060

    円とする。

(3) 転換価額は、本新株予約権付社債発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で新たに当社

    普通株式を発行又は当社の有する当社普通株式を処分する場合、次の算式により調整される。(なお、

    「既発行株式数」には当社が有する当社普通株式は含まない。)

調 整 後
転換価額

＝
調 整 前
転換金額 ×

既発行
株式数 ＋

新発行・処分株式数×1株あたりの払込金額

時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当の場合を含む。）又は併合、当社普通株式の時価を

下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを

含む。)の発行、当社による一定の財産、金銭等の当社株主への分配(配当を除く。)、その他本新株予

約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整される。但し、当社のストックオプション・プラ

ン、インセンティブ・プランその他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には調整は行われ

ない。

　　 ２ 代用払込みに関する事項

本新株予約権の行使に際して代用払込みは行われない。 
  ただし、本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債の全部を出資するものと
し、当該本社債の価額は、本社債の額面金額と同額とする。
  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年９月30日 ― 36,600 ― 14,859 ― 21,724

　

(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

島　正博　 和歌山市 3,670 10.03

島　三博 和歌山市 1,825 4.99

㈱紀陽銀行 和歌山市本町一丁目35番地 1,310 3.58

日本トラスティ・サービス信託
銀行㈱（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,293 3.53

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 880 2.40

日本マスタートラスト信託銀行
㈱（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 862 2.36

和島興産㈱ 和歌山市吹上四丁目１番１号 850 2.32

シマセイキ社員持株会 和歌山市坂田85番地 794 2.17

㈱池田泉州銀行 大阪市北区茶屋町18番14号 700 1.91

後藤ひろみ 和歌山市 697 1.91

計 ― 12,882 35.20

(注) 上記のほか当社所有の自己株式2,023千株（5.53％）があります。 

　
(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式　　2,023,900
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　 34,517,000 345,170 ―

単元未満株式 普通株式       59,100― ―

発行済株式総数 36,600,000 ― ―

総株主の議決権 ― 345,170 ―

(注)  １ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が300株（議決権３個）

    含まれております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式99株が含まれております。
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② 【自己株式等】

　 　 平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
　㈱島精機製作所

和歌山市坂田85番地 2,023,900― 2,023,9005.53

計 ― 2,023,900― 2,023,9005.53

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月

最高(円) 2,4712,4782,4622,3481,9201,795

最低(円) 2,0722,0512,0831,9031,5611,536

(注)  最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、大手前監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,485 16,961

受取手形及び売掛金 35,851 33,655

有価証券 1,557 1,400

商品及び製品 10,340 10,715

仕掛品 840 1,023

原材料及び貯蔵品 4,366 4,312

その他 3,604 3,661

貸倒引当金 △2,609 △2,871

流動資産合計 72,436 68,859

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 6,295

※1
 6,481

土地 10,996 10,992

その他（純額） ※1
 3,436

※1
 3,621

有形固定資産合計 20,727 21,095

無形固定資産

のれん 6,026 6,763

その他 125 133

無形固定資産合計 6,151 6,897

投資その他の資産

投資有価証券 6,932 7,481

その他 8,109 7,981

貸倒引当金 △2,115 △2,253

投資その他の資産合計 12,926 13,209

固定資産合計 39,805 41,202

資産合計 112,242 110,062

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,609 5,804

短期借入金 4,211 1,839

1年内返済予定の長期借入金 1,000 1,000

1年内償還予定の新株予約権付社債 1,940 1,941

未払法人税等 491 236

賞与引当金 781 707

債務保証損失引当金 474 407

その他 4,394 4,139

流動負債合計 18,902 16,076
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

固定負債

長期借入金 3,000 3,000

退職給付引当金 1,470 1,541

役員退職慰労引当金 1,063 1,144

その他 1,034 827

固定負債合計 6,568 6,513

負債合計 25,470 22,589

純資産の部

株主資本

資本金 14,859 14,859

資本剰余金 21,724 21,724

利益剰余金 68,819 68,415

自己株式 △6,399 △6,398

株主資本合計 99,003 98,601

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △995 △1,061

土地再評価差額金 △7,433 △7,433

為替換算調整勘定 △3,829 △2,639

評価・換算差額等合計 △12,258 △11,133

新株予約権 15 －

少数株主持分 11 5

純資産合計 86,771 87,473

負債純資産合計 112,242 110,062
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 18,991 25,191

売上原価 11,915 13,659

売上総利益 7,076 11,532

販売費及び一般管理費 ※1
 7,070

※1
 6,693

営業利益 5 4,838

営業外収益

受取利息 330 208

受取配当金 41 57

その他 215 119

営業外収益合計 587 385

営業外費用

支払利息 146 31

為替差損 1,229 3,828

その他 65 77

営業外費用合計 1,441 3,938

経常利益又は経常損失（△） △847 1,285

特別利益

国庫補助金 20 －

貸倒引当金戻入益 － 190

特別利益合計 20 190

特別損失

固定資産除売却損 17 －

投資有価証券評価損 43 679

関係会社整理損 83 －

関係会社出資金評価損 － 30

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 125

特別損失合計 143 835

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△970 640

法人税、住民税及び事業税 81 464

法人税等調整額 △121 △573

法人税等合計 △39 △109

少数株主損益調整前四半期純利益 － 749

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △930 749
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 6,897 11,333

売上原価 4,356 6,311

売上総利益 2,540 5,021

販売費及び一般管理費 ※1
 3,432

※1
 3,288

営業利益又は営業損失（△） △891 1,733

営業外収益

受取利息 160 100

受取配当金 0 0

その他 167 57

営業外収益合計 328 157

営業外費用

支払利息 75 16

為替差損 1,625 647

その他 48 38

営業外費用合計 1,749 702

経常利益又は経常損失（△） △2,312 1,188

特別利益

国庫補助金 20 －

貸倒引当金戻入益 － 56

特別利益合計 20 56

特別損失

固定資産除売却損 17 －

投資有価証券評価損 43 22

関係会社整理損 83 －

特別損失合計 143 22

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,435 1,222

法人税、住民税及び事業税 △788 174

法人税等調整額 170 56

法人税等合計 △618 230

少数株主損益調整前四半期純利益 － 991

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,816 991
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△970 640

減価償却費 971 788

のれん償却額 252 194

貸倒引当金の増減額（△は減少） 357 △199

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 45 68

賞与引当金の増減額（△は減少） 100 81

受取利息及び受取配当金 △371 △265

支払利息 146 31

為替差損益（△は益） 244 2,100

有形固定資産売却損益（△は益） 0 1

有形固定資産除却損 15 4

投資有価証券評価損益（△は益） － 679

関係会社整理損 83 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 125

売上債権の増減額（△は増加） △1,164 △5,760

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,537 △359

仕入債務の増減額（△は減少） 240 2,078

その他 △384 568

小計 1,103 779

利息及び配当金の受取額 387 277

利息の支払額 △148 △33

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 2,269 △181

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,612 841

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △227 △947

定期預金の払戻による収入 153 1,246

有価証券の取得による支出 △2,897 △1,577

有価証券の売却による収入 1,398 1,399

有形固定資産の取得による支出 △1,086 △246

有形固定資産の売却による収入 223 3

投資有価証券の取得による支出 △372 △3

投資有価証券の売却による収入 14 18

子会社の清算による収入 590 －

短期貸付金の純増減額（△は増加） △25 △5

その他 △48 △133

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,277 △247

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,424 2,356

長期借入れによる収入 3,000 －

長期借入金の返済による支出 △3,000 －

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △518 △345

その他 △63 △78

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,008 1,931
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △585 △1,195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,260 1,329

現金及び現金同等物の期首残高 19,310 16,317

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 16,050

※1
 17,647
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

会計処理基準に関する事項の変更

「資産除去債務に関する会計基準」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去

債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21

号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益が

それぞれ４百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は130百万円

減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去

債務の変動額は178百万円であります。

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成

20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府

令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２四半

期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目

で表示しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他」に含めていました「投資有価証券評価

損益（△は益）」は重要性が増加したため、当第２四半期連結累計

期間より区分掲記しております。

なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ

・フロー」の「その他」に含まれる「投資有価証券評価損益（△は

益）」は43百万円であります。

　

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成

20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府

令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２四半

期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目

で表示しております。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末

以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がない

と認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

税金費用の計算

海外連結子会社は、税金費用について、当第２四半期連結会計期間

を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効

税率を乗じて計算しております。

　

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

退職給付引当金

当社及び国内連結子会社の一部は、確定給付型の制度として、適格

退職年金制度及び退職一時金制度を設けておりますが、このうち適

格退職年金制度を平成22年４月１日付で確定給付企業年金制度へ移

行しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　25,834百万円※１　有形固定資産の減価償却累計額　 25,244百万円

　２　保証債務　　　

　　　取引先に対する債務の保証

　　　　販売機械購入資金ローン（79社）1,938百万円

　　　　リース債務　　　　　　（101社） 693百万円

　２　保証債務　　　

　　　取引先に対する債務の保証

　　　　販売機械購入資金ローン（84社）2,090百万円

　　　　リース債務　　　　　　（89社）　597百万円

　３　手形割引高

　　　　受取手形　　　65百万円

　３　手形割引高

　　　　受取手形　　　26百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

運賃荷造費 490百万円

貸倒引当金繰入額 328百万円

債務保証損失引当金繰入額 61百万円

従業員給与手当 1,416百万円

賞与引当金繰入額 268百万円

退職給付費用 60百万円

役員退職慰労引当金繰入額 24百万円

研究開発費 1,165百万円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

運賃荷造費 704百万円

債務保証損失引当金繰入額 69百万円

従業員給与手当 1,290百万円

賞与引当金繰入額 207百万円

退職給付費用 49百万円

役員退職慰労引当金繰入額 20百万円

研究開発費 1,249百万円
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第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

運賃荷造費 210百万円

貸倒引当金繰入額 144百万円

債務保証損失引当金繰入額 △1百万円

従業員給与手当 713百万円

賞与引当金繰入額 80百万円

退職給付費用 29百万円

役員退職慰労引当金繰入額 11百万円

研究開発費 581百万円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

運賃荷造費 320百万円

債務保証損失引当金繰入額 69百万円

従業員給与手当 653百万円

賞与引当金繰入額 207百万円

退職給付費用 23百万円

役員退職慰労引当金繰入額 10百万円

研究開発費 606百万円

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

※１現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 16,502百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△452百万円

現金及び現金同等物 16,050百万円

※１現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 18,485百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△837百万円

現金及び現金同等物 17,647百万円

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日

 至  平成22年９月30日)

１  発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 36,600,000

　

２  自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 2,023,999

　

３  新株予約権の四半期連結会計期間末残高

ストック・オプションとしての新株予約権

会社名
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数
(株)

当第２四半期
連結会計期間末残高

(百万円)

提出会社 ― ― 15
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４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 345 10.00平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年10月27日
取締役会

普通株式 605 17.50平成22年９月30日 平成22年12月３日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
横編機事業
(百万円)

デザイン
システム
関連事業
(百万円)

手袋靴下
編機事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

5,668 367 76 784 6,897 ― 6,897

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 5,668 367 76 784 6,897 ― 6,897

営業利益又は営業損失(△) 511 1 △3 △232 276 (1,168)△891

(注) １　事業区分は、売上集計区分によっております。

２　各事業の主要な製品等

   (1) 横編機事業 　　　　　　　…… コンピュータ横編機、セミジャカード横編機

   (2) デザインシステム関連事業 …… コンピュータデザインシステム、ニットＣＡＤシステム、

                                 アパレルＣＡＤ/ＣＡＭシステム

   (3) 手袋靴下編機事業 　　　　…… シームレス手袋・靴下編機

   (4) その他事業       　　　　…… 編機・デザインシステム用部品、ニット製品製造卸売業、

                                 修理、保守、ホテル業

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
横編機事業
(百万円)

 デザイン
システム
関連事業
(百万円)

手袋靴下
編機事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

16,423 617 102 1,84818,991 ― 18,991

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 16,423 617 102 1,84818,991 ― 18,991

営業利益又は営業損失(△) 2,743 △39 △19 △390 2,293(2,288) 5

(注) １　事業区分は、売上集計区分によっております。

２　各事業の主要な製品等

   (1) 横編機事業 　　　　　　　…… コンピュータ横編機、セミジャカード横編機

   (2) デザインシステム関連事業 …… コンピュータデザインシステム、ニットＣＡＤシステム、

                                 アパレルＣＡＤ/ＣＡＭシステム

   (3) 手袋靴下編機事業 　　　　…… シームレス手袋・靴下編機

   (4) その他事業       　　　　…… 編機・デザインシステム用部品、ニット製品製造卸売業、

                                 修理、保守、ホテル業
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
日本
(百万円)

 東南
アジア
(百万円)

欧州
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

2,080 3,347 1,421 47 6,897 ― 6,897

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

3,795 23 0 ― 3,818（3,818) ―

計 5,875 3,370 1,421 47 10,716（3,818)6,897

営業利益又は営業損失(△) 876 △26 △401 △132 315 (1,207)△891

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

  　 ２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

  　　　　(1) 欧州       …… 英国・イタリア・スペイン

  　　　　(2) 東南アジア …… 中国

  　　　　(3) 北米　　   …… 米国

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
日本
(百万円)

 東南
アジア
(百万円)

 欧州
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

4,59410,8313,245 319 18,991 ― 18,991

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

10,210 62 0 ― 10,274(10,274) ―

計 14,80510,8943,246 319 29,266(10,274)18,991

営業利益又は営業損失(△) 2,601 504 △321 △146 2,638(2,632) 5

(注)  １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

  　　２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

  　　　　(1) 欧州       …… 英国・イタリア・スペイン

  　　　　(2) 東南アジア …… 中国

  　　　　(3) 北米　　   …… 米国
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　 欧州 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 1,449 3,911 757 6,117

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― ― ― 6,897

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

21.0 56.7 11.0 88.7

(注)  １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　  ２　各区分に属する主な国又は地域

　　     （1）欧州      　 …… イタリア・英国

　　     （2）東南アジア   …… 中国・韓国

　　     （3）その他の地域 …… ブラジル・米国・トルコ・シリア

　　  ３　海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　

　 欧州 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 3,277 12,818 1,429 17,526

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― ― ― 18,991

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

17.3 67.5 7.5 92.3

(注)  １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　  ２　各区分に属する主な国又は地域

　　     （1）欧州      　 …… イタリア・英国

　　     （2）東南アジア   …… 中国・韓国

　　     （3）その他の地域 …… ブラジル・米国・トルコ・シリア

　　  ３　海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、本社に営業本部を置き、取り扱う製品・サービスごとに国内及び海外の包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。

従って、当社は製品・サービス別セグメントから構成されており、「横編機事業」、「デザインシステム

関連事業」、「手袋靴下編機事業」の３つを報告セグメントとしております。

「横編機事業」は、コンピュータ横編機・セミジャカード横編機の製造販売をしております。「デザイン

システム関連事業」は、コンピュータデザインシステム・アパレルＣＡＤ/ＣＡＭシステム等の製造販売を

しております。「手袋靴下編機事業」は、シームレス手袋・靴下編機の製造販売をしております。

　

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
（注）

合計
横編機

デザインシス
テム関連

手袋靴下編機 計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 21,434 872 783 23,089 2,101 25,191

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 21,434 872 783 23,089 2,101 25,191

セグメント利益 7,012 98 222 7,334 △120 7,214

(注)  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、編機・デザインシステム用部品事業、

修理・保守事業等を含んでおります。

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
（注）

合計
横編機

デザインシス
テム関連

手袋靴下編機 計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 9,198 493 461 10,153 1,180 11,333

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 9,198 493 461 10,153 1,180 11,333

セグメント利益 2,760 52 138 2,951 △30 2,920

(注)  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、編機・デザインシステム用部品事業、

修理・保守事業等を含んでおります。
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３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項)

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 7,334

「その他」の区分の利益 △120

全社費用(注) △2,375

四半期連結損益計算書の営業利益 4,838

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

　
当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 2,951

「その他」の区分の利益 △30

全社費用(注) △1,187

四半期連結損益計算書の営業利益 1,733

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。
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(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

当第２四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

会社名 提出会社

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　 　　　 ８名
当社従業員　　　　  62名
当社子会社取締役　　７名
当社子会社従業員　　３名

株式の種類別ストック・オプション付与数 普通株式  400,000株（注）１

付与日 平成22年８月４日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません（注）２

対象勤務期間 平成22年８月４日から平成24年７月20日まで

権利行使期間 平成24年７月21日から平成29年７月20日まで

権利行使価格 １株当たり　2,241円

付与日における公正な評価単価 １株当たり　469.83円

（注）１. 株式数に換算して記載しております。

２. 権利行使の条件は次のとおりであります。

（1）新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社ま

たは当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了

による退任、定年による退職、会社都合による退職、業務上の疾病に起因する退職および転籍その他正当

な事由の存する場合は権利行使をなしうるものとする。

（2）新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

（3）その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、別途当

社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

　

(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額
　

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 2,508.82円
　

　 　

　 2,529.67円
　

　

　
２  １株当たり四半期純利益金額等

第２四半期連結累計期間
　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額（△） △26.91円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純
損失であるため記載しておりません。
　

１株当たり四半期純利益金額 21.67円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 21.26円
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(注)  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失（△）(百万円)

△930 749

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失（△）(百万円)

△930 749

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 34,578 34,576

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算
定に用いられた四半期純利益調整額の主要な内訳
(百万円)
  支払利息(税額相当額控除後)
　

― △0

四半期純利益調整額(百万円) ― △0

普通株式増加数(千株) 　― 637

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

― ―

　
第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額（△） △52.54円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純
損失であるため記載しておりません。

　

１株当たり四半期純利益金額 28.67円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 28.14円
　

　

(注)  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失（△）(百万円)

△1,816 991

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失（△）(百万円)

△1,816 991

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 34,577 34,576

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算
定に用いられた四半期純利益調整額の主要な内訳
(百万円)
  支払利息(税額相当額控除後)
　

― △0

四半期純利益調整額(百万円) ― △0

普通株式増加数(千株) ― 637

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

― ―

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

平成22年10月27日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
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              配当金の総額  　                        605百万円

              １株当たりの金額　                      17円50銭

              支払請求の効力発生日及び支払開始日      平成22年12月３日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年11月13日

株式会社島精機製作所

取締役会  御中

　

大手前監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    後    藤    芳    朗    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    江    本    律    子    印
　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社島精機製作所の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社島精機製作所及び連結子会社の平成

21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月12日

株式会社島精機製作所

取締役会  御中

　

大手前監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    後    藤    芳    朗    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    江    本    律    子    印

　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社島精機製作所の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社島精機製作所及び連結子会社の平成

22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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